
都留市地域クラブ活動
保護者等説明会

令和6年6月30日（日）13：30～

於：都の杜うぐいすホール 大ホール

都留市教育委員会

次 第
1. 開 会
2. 教育長あいさつ
3. 「地域クラブ活動について」の説明

①山梨県教育庁 保健体育課 学校体育担当 副主幹・指導主事 田鹿 欣孝 様
②都留市地域クラブ活動総括コーディネーター 跡部 洋二

4. 質疑応答
5. まとめ

山梨県教育庁 保健体育課 地域クラブ活動総括コーディネーター 荻野 昭彦 様
6. 閉 会
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はじめに

学校部活動は、これまで学校教育の一環として行われ、教
師の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・文化芸術振興
を担ってきました。

また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、子供たちの
健全な成長を育むさまざまな教育的意義を有してきた活動で
す。

しかし、少子化の中、これまでと同様の学校部活動の指導
体制を維持することが難しくなってきました。

そこで、都留市では、学校部活動のよさを引き継ぎ、子供
たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる環
境を整備することを目指し、取組を進めることを検討してい
ます。
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これから説明する都留市地域クラブ活動は、
まったく新しい活動です。保護者の皆様と新
たに一緒につくる活動です。

実際に活動を実施する中で、さまざまな課題が
発生することが予想されますが、保護者や指導
者、学校等の関係者が、その都度解決策を検討
し、よりよい体制をつくっていきたいと考えます。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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【部活動の現状と課題】

①部員数の減少により、大会・コンクール等への出場だ
けでなく日頃の練習にも支障が出るなど活動が縮小・
制限されています。

②教員数の減少により、顧問の人数が不足したり、部活
動を専門的に指導することができる教員が少なくなっ
たりしています。

③部活動は教育課程外の活動で、必ずしも教員が担う必
要のない業務になっていますが、現在部活動の指導は
教員が行っています。そのため、時間外勤務の増加な
ど大きな負担になっています。
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学校部活動の地域クラブ活動への移行で変わる主な変更点 

これまでの学校部活動            目指す地域クラブ活動 

【指導者】学校の教員（顧問）       【指導者】地域の指導者  

      地域の指導者（部活動指導員・外部指導者）        希望する学校の教員（兼職兼業） 

【活動場所】在籍する学校の施設       【活動場所】学校の施設 

       市内の体育施設・文化施設等        市内の体育施設・文化施設等 

【対  象】同じ学校の生徒         【対  象】原則として地域の生徒 

       複数の学校による合同チーム        （市外の生徒も可） 

【経  費】無料              【経  費】指導者の報酬、会場使用料等 

【保  険】学校で加入           【保  険】新たな保険に加入 
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学校部活動の地域クラブ活動への移行で変わる主な変更点

注意点

平日は学校部活動、休日は地域クラブ活動に

•学校という公的機関の活動から、地域クラ

ブ活動という私的な地域の活動へ

•参加を希望する人が、費用等を自己負担し

て行う活動に変更される
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これまでの都留市の取組

令和5年6月に、都留市地域クラブ活動推進協議会を設置した。

委員は、次の方々です。

学識経験者（大学関係者2名）

都留市スポーツ協会より1名

都留市文化協会より1名

都留アスリート倶楽部より1名

都留市PTA連合会より1名

都留市内3中学校長

都留市教職員代表2名（運動部顧問代表、文化部顧問代表）

都留市教育委員会（教育長、学校教育課3名、生涯学習課6名）
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都留市地域クラブ活動の体制について
都留市教育委員会

生涯学習課・学校教育課

都留市地域
クラブ活動
推進協議会

地域クラブ活動
スポーツ関係団体・文化関係団体 等

中学校

個別地域クラブ活動・個別地域クラブ活動指導者
○休日の指導・個別地域クラブ活動の運営

中学校の部
活動顧問
○平日の指導

地域クラブ活動会員（生徒）・保護者

運営団体

実施主体
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教育委員会

スポーツ関係団体・文化関係団体 等

3中学校の生徒が合同で行う

個別地域クラブ活動

都留市地域クラブ活動の体制について

運営・実施体制１ 運営・実施体制2

教育委員会
スポーツ関係団体・文化関係団体 等

都留第一中学校の生
徒を中心とする個別
地域クラブ活動

都留第二中学校の生
徒を中心とする個別
地域クラブ活動

東桂中学校の生徒を
中心とする個別地域

クラブ活動

3中学校の生徒が、合同で活動する個別地
域クラブ活動を設立し、実施する。

3中学校の生徒が、学校単位を中心とする
個別地域クラブ活動を設立し、実施する。

大会やコンクール等への参加資格から学校単位がなくなるまでは、上記の2つの体制が考えられる。
また、両体制が併存する場合も想定される。生徒・保護者を含めた関係者で話し合い、よりよい運
営体制を検討し、実施する。

運営主体 運営主体

実施主体 実施主体
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都留市地域クラブ活動基本方針
―基本方針―

休日の地域クラブ活動は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる」と
いう意識の下、将来にわたり、本市の子供たちが豊かな生活を送ることができるよ
う、スポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保する。

目指すところ

・「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる」との考えの下、休日の中学

校部活動の地域移行を推進する。

・本市の教育振興基本計画にある「地域の教育力を高める生涯学習のまちづく

り」を推進する。

・子供たち（中学生）が、仲間や異世代との交流の中で、ともにスポーツや文化

芸術に親しむ、楽しむ、支え合う、育てるなどの様々な体験ができる環境の整

備を目指す。

・中学生が、休日の地域クラブ活動と平日の学校部活動に違和感なく参加でき、

多様なニーズに対応できる持続可能な体制を築く。（以下省略） 13



（名称）

第１条 本活動の名称は、都留市地域クラブ活動（以下「地域クラブ活動」

という）とする。

（運営主体及び実施主体）

第２条 地域クラブ活動は、当面都留市教育委員会が中心となり、運営を行

う。同時に、関係団体と協力し、運営主体の体制整備に取り組む。

2 競技種目・活動別の地域クラブ活動については、民間事業者を含む

関係機関で協議し、実施する。希望する中学生がスポーツや文化芸

術活動に親しむことができる体制を整備する。

（活動方針）

第３条 地域クラブ活動は、都留市地域クラブ活動基本方針にしたがい、

活動を行う。（以下省略）

都留市地域クラブ活動規約
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令和6年度に地域クラブ活動への移行を目指す部活動
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都留一中 都留二中 東桂中

部活動
部活動指導
員等の配置 部活動

部活動指導
員等の配置 部活動

部活動指導
員等の配置

すみよし部 21世紀部 桂鮎部

陸上競技 陸上競技 空手

ソフトテニス女子 有 ソフトテニス男子 陸上競技

ソフトテニス男子 ソフトテニス女子 ソフトテニス男子

新体操 有 ラグビー 有 ソフトテニス女子

バレーボール女子 有 剣道 有 卓球男・女 有

ラグビー 有 ラグビー 有



令和7年度 休日部活動の地域移行を検討する部

都留一中 都留二中 東桂中

部活動 部活動 部活動

野球 野球 野球

バレーボール男子 バレーボール男・女 バスケットボール男・女

バスケットボール男・女 バスケットボール男・女 サッカー

卓球男・女 卓球男・女 音楽

相撲 弓道 バレーボール女子

吹奏楽 相撲

文芸 吹奏楽

文化
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都留市地域クラブ活動の設立に向けて

① 令和6年10月ごろより順次実施を目指す。
まずは休日の活動から

② 月2回程度、土日のいずれか1回3時間程度
とする。

③ 使用施設は基本的に中学校施設、道具は当
面中学校のものを借用する。

④ 活動場所までの移動は、徒歩、自転車、保
護者の送迎を基本とする。

17



⑤ 保険は、生徒・指導者ともに必ず加入する。

⑥費用については、すべての部活動の地域クラ
ブ活動への移行が終了した場合は、受益者負
担を基本とする。

⑦それまでの移行期間は、保護者と市が負担す
る案を検討する。

⑧地域クラブ活動への移行が終了した後に、経
済的に困窮する家庭への支援の実施を検討す
る。

都留市地域クラブ活動の設立に向けて
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⑨指導者は、スポーツ・文化芸術団体の指導
者、部活動指導員や外部指導者、教員の兼
職兼業、大学生等を想定している。指導者
の量の確保のため、市人材バンクの設立等
を検討する。質を確保するため、研修会の
実施、指導者の資格取得の支援等を検討す
る。

都留市地域クラブ活動の設立に向けて

19



⑩ 指導者には、事故防止・事故発生時の対
応・報告等についての研修会を実施する。
また、指導者は、事故発生時の対応や不
適切な指導を予防するため、複数で指導
を行うようにする。

⑪ 保護者には、協会登録、大会等への参加
手続き、大会への輸送等について協力を
お願いしたい。

都留市地域クラブ活動の設立に向けて
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都留市地域クラブ活動への参加申込について

今後、費用や指導者等の検討課題に対する見
通しがついたところで、地域クラブ活動の参
加申込を受け付ける予定です。

申込方法などは、後日連絡をいたします。
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